
広報まえばし　平成21年12月15日号 1415

種　類 発行可能年度（課税年度） 請求できる人 担当課
市民税・県民税（所得・課税）証明書（控除の内訳なし）

平成21年度【所得は平成20年分】、 
平成20年度【所得は平成19年分】

本人、委任状持参者(本人と同一世
帯の親族は省略可）、相続人（相続
人であることが確認できる書類が
必要）

市民税課
☎898-6202

市民税・県民税（所得・課税）証明書（控除の内訳あり）
所得証明書（奨学金用）
市県民税(非）課税証明書 平成21年度、平成20年度

（法人）所在地証明書 直近
固定資産価格通知書（登記用）

現年度（平成21年度）
資産税課
☎898-6216

評価証明書（一般用）
税額証明書
固定資産税計算書（所得の申告用）
納税証明書 平成21年度、平成20年度

収納課
☎898-6226

完納証明書(納税証明書：未納税額のない証明) ※未納税額のない場合に発行
軽自動車税納税証明書（車検用） 現年度（平成21年度）
国民健康保険税納付確認書（社会保険料控除用） 平成21年中の納付

種類 請求できる人 担当課

住民票の除票の写し
本人、委任状持参者(本人と同一世帯の人は省略可）、自己の権利の
行使または義務の履行に必要がある人 市民課

☎898-6107外国人の印鑑登録証明書 印鑑登録証を持参した人
外国人登録原票記載事項証明書 本人、委任状持参者(本人と同一世帯の親族は省略可）

元気21がより便利に
　１月４日㈪から、前橋プラザ元気21内証明サービス
コーナーで取り扱う証明書の種類を拡大します。新たに
税証明書の取り扱いを開始するほか、住民票の除票の写
しや外国人の印鑑登録証明書なども取得できるように。
発行できる証明書は下表のとおりです

　なお税証明書は、課税資料のない人（所得申告をして
いない人）などは、このサービスコーナーでは発行でき
ません。
　詳しくは事前に担当課に問い合わせてください。

　
１
月
４
日
㈪
か
ら
住
民
基
本
台
帳

の
新
シ
ス
テ
ム
移
行
に
よ
り
、
住
民

票
の
写
し
の
様
式
が
次
の
と
お
り
変

わ
り
ま
す
。

■
２
種
類
の
新
し
い
様
式

　
こ
れ
ま
で
の
住
民
票
の
写
し
は
世

帯
を
単
位
と
す
る
世
帯
票
様
式
で
し

た
。
新
し
い
住
民
票
の
写
し
は
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
い
っ
そ
う
配

慮
し
た
世
帯
票
様
式
と
、
個
人
を
単

位
と
し
た
個
人
票
様
式
の
２
種
類
に

な
り
ま
す
。

■
世
帯
票
の
交
付
が
原
則

　
新
し
い
住
民
票
の
写
し
は
、
世
帯

票
様
式
の
発
行
が
原
則
で
す
。
し
か

し
、
新
し
い
世
帯
票
様
式
の
住
民
票

の
写
し
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
考
慮

し
、
旧
氏
名
や
死
亡
事
項
、
転
出
先

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

れ
ら
の
履
歴
は
、
個
人
票
様
式
の
住

民
票
の
写
し
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
使
用
目
的
に
応
じ
て
請

求
し
て
く
だ
さ
い
。

■
旧
住
民
票
の
写
し
の
発
行
も

　
12
月
28
日
㈪
以
前
の
届
け
出
に
よ

る
戸
籍
や
住
所
の
変
更
履
歴
な
ど
が

必
要
な
場
合
は
、
旧
世
帯
票
様
式
の

住
民
票
の
写
し
が
請
求
で
き
ま
す
。

旧
世
帯
票
様
式
が
必
要
な
場
合
は
、

申
請
す
る
と
き
に
窓
口
で
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

住民票の様式が変更に
使用目的に応じて使い分けを

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
高
学

年
受
け
入
れ
に
つ
い
て

Q　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
小
３
ま

で
し
か
預
か
っ
て
も
ら
え
ず
、
小
２
と

小
４
の
子
は
別
の
場
所
に
預
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
安
全
面
に
お
い
て
も

問
題
が
あ
る
の
で
、
小
４
以
上
の
高
学

年
ま
で
預
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
も
ら

え
ま
せ
ん
か
。

A　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
制
度
は
、

児
童
福
祉
法
に
位
置
付
け
ら
れ
た
事
業

で
、
小
１
か
ら
小
３
の
低
学
年
を
対
象

と
し
て
始
め
ま
し
た
。
た
だ
し
、
施
設

の
受
け
入
れ
体
制
に
余
裕
が
あ
る
団
体

に
は
、
小
４
か
ら
小
６
の
高
学
年
も
積

極
的
に
受
け
入
れ
る
よ
う
に
お
願
い
し

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
希
望
す
る
児
童

ク
ラ
ブ
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

休
日
保
育
に
つ
い
て

Q　

日
曜
・
祝
日
に
子
ど
も
を
預
か

っ
て
も
ら
え
る
保
育
所
（
園
）
は
あ
り

ま
す
か
。

A　

市
内
各
保
育
所
（
園
）
に
入
所

（
園
）
中
の
児
童
を
対
象
に
、
市
内
４

カ
所
の
保
育
園
で
休
日
保
育
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
保
育
時
間
は
日
曜
・
祝
日

（
年
末
年
始
な
ど
を
除
く
）
の
午
前
８

時
30
分
か
ら
午
後
６
時
ま
で
の
間
で
８

時
間
で
す
。
各
保
育
所
（
園
）
や
保
育

課
に
あ
る
「
休
日
保
育
申
込
書
」
と

「
休
日
就
労
証
明
書
」
を
利
用
希
望
日

の
７
日
前
ま
で
に
、
入
所
（
園
）
中
の

保
育
所
（
園
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

Q　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
事
業
で
子
ど
も
を
預
か
っ
て
も

ら
う
と
き
、
自
宅
の
近
く
で
は
な
く
、

職
場
の
近
く
の
人
な
ど
に
頼
む
こ
と
は

で
き
ま
す
か
。

A　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
に
は
、
ま
か
せ
て
会
員
（
育
児

の
援
助
を
行
う
人
）
と
お
ね
が
い
会
員

（
育
児
の
援
助
を
受
け
た
い
人
）
の
仲

介
役
と
し
て
、
指
導
員
（
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
）
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
か
せ

て
会
員
は
市
内
全
域
に
い
ま
す
の
で
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

の
指
導
員
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　問い合わせは
　　　農業委員会事務局　☎898−6733

　

７
月
か
ら
「
子
ど
も
を
育
て
る
な
ら
前
橋
で
」
を
テ
ー
マ
に
24
地

区
で
開
催
し
た
市
政
懇
談
会
が
終
了
。
１
、
５
２
９
人
の
皆
さ
ん
と

意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。
子
育
て
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
に

対
し
、
市
長
が
直
接
考
え
を
伝
え
、
お
互
い
に
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
今
後
も
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
聴
き
、
市
政
に

反
映
す
る
こ
と
で
、
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
推

進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
10
月
中
旬
以
降
に
開
催
し
た
市
政
懇
談
会
の
、
市
長
と
市

民
の
皆
さ
ん
の
意
見
交
換
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

安
心
し
て
子
育
て
で
き
る
前
橋
に

市政懇談会

問い合わせは
市政懇談会については　市政発信課　☎898-6644
放課後児童クラブについては　保育課　☎220-5706
休日保育については　保育課　☎220-5705
ファミリー・サポート・センターについては　同センタ―　☎230-9007

　問い合わせは　前橋プラザ元気21内証明サービスコーナー
　　　　　　　　☎210−2279１月から取り扱える証明書の種類を拡大

　問い合わせは　市民課　☎898−6107

■１月４日㈪から前橋プラザ元気21内証明サービスコーナーで取り扱いを開始する証明書
●税関係証明書

●市民課関係証明書

※発行可能年度は平成22年１月４日時点。

耕作証明書の発行
ができます

　１月４日㈪から各支所･出張所(前橋プラザ元気21とコミュニティセン

ターを除く)で耕作証明書の発行を開始します。手続きには、本人を確認

できる物（本人から委任を受けた人は委任状。本人と同一世帯の親族は

省略可）が必要です。詳しくは問い合わせてください。


